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Ⅱ 新潟県がん登録事業実施要綱 

 

第１ 目   的 

  新潟県がん登録事業（以下「がん登録事業」という。）は、県内における悪性新

生物(以下「がん」という。)による死亡率が高い現状を考慮して、がん患者の登録

を実施してがんの罹患の実態を把握し、もってがん対策推進上の基礎資料とし、県

民の健康水準の向上に寄与することを目的とする。 

第２ 実 施 主 体 

  県は、新潟県医師会、県内に所在する医療機関（以下「医療機関」という。）、新

潟県成人病予防協会（以下「予防協会」という。）、市町村、新潟大学医学部、がん

に関する学会その他の関係機関の協力を得てがん登録事業を実施する。 

第３ 登録対象者 

  がん登録事業は、医療機関においてがん（国際疾病分類－腫瘍学－第３版

（ICD-O-3）における性状コード 2 もしくは 3 とする。ただし頭蓋内腫瘍は性状コ

ードにかかわらずすべてとする。以下同じ。）と診断された患者及び県内に住所の

あったがんによる死亡者を対象とする。 

第４ がん登録事業に関する組織及び役割 

 １ がん登録事業に関する県の組織及び役割は、次のとおりとする。 

  ⑴ 新潟県福祉保健部（以下「福祉保健部」という。）は、がん登録事業を総括

し、新潟県生活習慣病等管理指導協議会がん登録管理評価部会（以下「がん登

録管理評価部会」という。）の設置、情報の取扱いに関する基本方針の決定、

死亡情報の収集、追跡調査、集計及び解析の結果の公表その他がん登録事業の

総合的な施策等を行う。 
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  ⑵ 新潟県病院局は、がん予防総合センター内に新潟県がん登録室（以下「登録

室」という。）を設け、病院事業に支障を生じない範囲内で次に掲げる業務の

実施に当たる。 

   ア 収集した情報の登録及び管理 

   イ 追跡調査に関する資料の提供及び結果の入力 

   ウ 収集した情報の集計及び解析 

   エ 届出医療機関等への情報提供 

   オ その他がん登録事業に必要な調査及び研究 

 ２ 新潟県医師会は、がん登録事業の円滑な推進を図るため、がんと診断された患

者の情報の収集について、医療機関に対する協力要請を行う。 

 ３ 医療機関は、がんと診断された患者の情報を提供する。 

   また、登録室から届出患者の予後に関する情報等の提供を受けて、治療に活用

する。 

 ４ 予防協会は、検診情報の収集及び提供、届出票の配布、とりまとめ等を行い、

がん登録事業で得られた情報を利用してがん検診の精度管理に役立てる。 

 ５ 市町村は、登録患者の追跡調査に協力する。 

   また、県からがん登録事業で得られた情報の提供を受けて、がん対策の企画及

び評価に役立てる。 

 ６ 新潟大学医学部は、データの解析に関して指導するほか、がん登録管理評価部

会における評価及び検討に協力する。 

 ７ がんに関する学会（日本産科婦人科学会新潟地方部会その他がんに関する学術

的調査研究に関し相当の実績を持つ団体をいう。以下同じ。）は、がん登録管理

評価部会の要請に基づきがんに関する調査を実施するほか、がん登録管理評価部

会における評価及び検討に協力する。 

 ８ 検診機関は、県からがん登録事業で得られた情報の提供を受けて、がん検診に

役立てる。 

第５ がん登録事業の実施方法 

  がん登録事業は、次のとおり実施する。 
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 １ 届 出 票 

  ⑴ 予防協会は、新潟県がん登録届出票（別記第１号様式。以下「届出票」とい

う。）の用紙及び返信用封筒を各医療機関に配布する。 

  ⑵ 医療機関の医師は、次に掲げる場合には、直ちに届出票に所要事項を記載し

た上、予防協会に送付する。この場合において、医師は、その責任において診

療録管理士に届出票への記載を行わせることができる。 

   ア がん患者が入院している場合は、次のいずれかに最初に該当したとき。 

    (ア) がん患者が退院したとき。 

    (イ) 入院の期間が６か月を超えたとき。 

   イ がん患者が入院していない場合は、次に掲げるとき。 

    (ア) がんと確定診断し、外来手術を行うときは、外来手術を施行したとき。 

    (イ) がんと確定診断し、外来手術を行わないときは、外来手術以外の治療を

開始したとき。 

ウ 自院においてがんと診断した患者が治療等のために他院に転院した場合 

    （以前に自院で届出を行っている場合を除く。） 

   エ 以前に自院で届出を行っている場合で、次に掲げるとき。 

    (ア) がんであるとして届出を行ったが、診断をがんではないと変更したとき。 

    (イ) がんの原発部位の診断を変更したとき。 

    (ウ) 手術を行わない予定であったが手術を行ったとき。 

   オ がん患者が死亡した場合 

  ⑶ 予防協会は、医療機関から送付された届出票を受理し、週に１回登録室に搬

入する。 

 ２ 補 充 票 

  ⑴ 登録室は、必要に応じて医療機関に新潟県がん登録補充票（別記第２号様式。

以下「補充票」という。）の提出を依頼し、送付する。 

  ⑵ 補充票の送付を受けた医療機関は、所要事項を記載した上、登録室に提出す

る。 

 ３ 死亡情報の収集 

  ⑴ 保健所は、人口動態調査令施行細則（昭和 23 年厚生省令第６号）第５条に
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規定する人口動態調査死亡小票にマスキングを施して複写した書類（別記第３

号様式。以下「死亡票」という。）を作成し、月に１回新潟県福祉保健部健康

対策課（以下「健康対策課」という。）に送付する。 

    ただし新潟市保健所所管分については、健康対策課が死亡票を作成する。 

  ⑵ 健康対策課は、死亡票を保健所ごとにとりまとめ、月に１回登録室に送付す

る。 

 ４ 検診情報の提供 

   予防協会は、「健康診査実施要領」に基づく疫学調査に係る情報を登録室に提

供する。 

 ５ がんに関する学会からの調査結果の報告 

   がんに関する学会は、がん登録管理評価部会の要請に基づき調査結果をがん登

録管理評価部会に報告する。 

 ６ 出 張 採 録 

   登録室の職員は、情報の収集のために必要な場合は、関係機関の承認を得た上

で該当する関係機関に出張し、情報を収集する。 

 ７ 情報収集の登録及び管理 

   登録室は、１から６までの規定により収集した情報を腫瘍ごとに登録し、管理

する。 

 ８ 追 跡 調 査 

  ⑴ 追跡調査は、がんと診断した年の３年後、５年後、７年後及び 10 年後に行

うものとし、別に定める期日現在の登録患者の生死を確認する。 

  ⑵ 福祉保健部及び登録室の職員は、市町村の協力を得て追跡調査を実施する。 

  ⑶ 登録室は、追跡調査の結果に基づき、次のとおり処理する。 

   ア 生死が判明した者については、その内容を登録する。 

   イ 県内において住所を変更した者については、変更後の住所を登録し、次回

の追跡調査の対象とする。 

   ウ 県外へ転出した者並びに生死及び転出が不明である者については、消息不

明者として登録し、以後追跡調査は行わない。 

  ⑷ ⑴から⑶までの規定にかかわらず、次に掲げる者については、追跡調査の対
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象外とし、該当することが判明した後直ちにその内容を登録する。 

   ア 死亡年月日が明らかな者 

   イ 消息不明者 

   ウ 登録患者の生死を確認しようとする期日以後に生存の情報が得られてい

る者 

 ９ 集計及び解析 

  ⑴ 登録室は、登録したデータを基に集計及び解析を行う。 

  ⑵ 登録室は、⑴の集計及び解析の結果を福祉保健部に報告する。 

 10 評価及び検討 

   福祉保健部は、報告された集計及び解析の結果並びにがんに関する学会の調査

結果に基づき、がん登録管理評価部会において、がん登録事業の実施方法の検討、

精度管理、がん対策の評価等を行う。 

 11 公 表 

   福祉保健部は、報告された集計及び解析の結果を年報にまとめ、公表する。 

 12 届出医療機関等への情報提供 

   届出医療機関等に対しては、がん登録事業で得た情報を提供することができる。 

 13 がん登録事業に必要な調査研究 

   登録室は、この要綱に定めるもののほか、がん登録事業に必要な調査研究を行

う。 

第６ 秘密の保持 

  がん登録事業に係る情報の取扱いに関する基本的事項は、別に定める。 

第７ そ の 他 

 １ がん登録事業の実施方法の検討、精度管理、がん対策の評価等を行うため、別

に定めるところによりがん登録管理評価部会を設置する。 

 ２ 新潟県福祉保健部長（以下「福祉保健部長」という。）は、この要綱を改正し

ようとするときは、あらかじめがん登録管理評価部会に諮るものとする。 

 ３ この要綱に定めるもののほか、がん登録事業の実施に関し必要な事項は、福祉
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保健部長ががん登録管理評価部会に諮り定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成３年４月１日から実施する。 

   附 則 

 この要綱は、平成 17 年４月１日から実施する。 

   附 則 

 この要綱は、平成 21 年１月１日から実施する。 
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別記 

 

第１号様式 

事務局使用欄

性別

診
断
名

診
断
情
報

死亡年月日死
亡 死　　　因

自
施
設
施
行
の
み

 観血的
 治療

上記治療
結果

その他
の治療

診 断 根 拠
(複数回答可)

診療科 届出医師名医
療
機
関

名称および所在地

生年月日

     　  年　月　日個
人
同
定

1 男
2 女

フリガナ

貴院患者ID

患者氏名

姓 名

側　　性 1 右　　2 左　　3 両側 病理診断名

 
臨床診断名
（部位の詳細
を明記）

住　　所
（診断時）

初発･再発など 1　初発　　　2　再発・治療開始後　　3　疑い例　　4　死亡の届出のみ

       1 同一病変では量的に優位な組織を記載
       2 多発の場合は併記

    　（　　　　歳）

自施設
診断日

年　　 月　　　日

1　原発巣の組織診　　　　　　2　転移巣の組織診　　　　　3　細胞診
4　部位特異的腫瘍マーカー（種類　　　　　　　　　　　）
5　臨床検査（画像診断、内視鏡・体腔鏡・手術肉眼所見を含む）　 6　臨床診断

初　回
診断日

年　　 月　　　日（他施設診断の場合わかる範囲で記載）

発見経緯
1　がん検診　　　　2  健診・人間ドック　　3 　他疾患の経過観察中

4　剖検　　　　　  9  自覚症状・その他・不明

診
断
日

3　内視鏡的   1　有　（　　　年　　月　　日）　　　2　 無

病
　
期

0 上皮内　 1 限局　　2 所属リンパ節転移　　3 隣接臓器浸潤

4 遠隔転移・全身性（白血病など）　　9 不明

上記不明の場合、各種がん取扱規約のTNMや大きさ深達度などを記入

一
つ
以
上
記
載

右
の
３
区
分
か
ら

病巣の
拡がり

UICC
TNM

その他

術後評価優先、
ただし術前治療
施行の場合は術
前評価優先T (     )   N(      )   M(   　　)   ステージ(         )

2　体腔鏡的   1　有　（　　　年　　月　　日）　　　2　 無

3  免疫療法 　1　有　（　　　年　　月　　日）　　　2　 無

4  内分泌療法

1 治癒切除　 2 非治癒切除　 3 治癒度不明切除　4 姑息・対症療法　9 不詳

1　手術 　1　有　（　　　年　　月　　日）　　　2　 無

1  放射線 　1　有　（　　　年　　月　　日）　　　2　 無

2  化学療法 　1　有　（　　　年　　月　　日）　　　2　 無

新潟県がん登録届出票

               　　　　年　　　月　　　日　                         

　1　有　（　　　年　　月　　日）　　　2　 無

9  その他(                         )

治
療
法

1 原病死　2 他がん死　3　その他　　　　　                  9 不明

備
考

(紹介先、紹介元、他施設の治療など)
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第２号様式 

事務局使用欄

性別

備
考

(紹介先、紹介元、他施設の治療など)

死
亡

死亡年月日

死　　　因 1 原病死　2 他がん死　3　その他　　　　　                  9 不明

自
施
設
施
行
の
み

 観血的
 治療

上記治療
結果

その他
の治療

その他

医
療
機
関

名称および所在地

診
断
名

臨床診断名
（部位の詳細
を明記）

診 断 根 拠
(複数回答可)

診
断
情
報

姓 名
1 男
2 女

住　　所
（診断時）

    　（　　　　歳）

新潟県がん登録補充票
診療科 届出医師名

生年月日

個
人
同
定

貴院患者ID

フリガナ

患者氏名

     　  年　月　日

側　　性 1 右　　2 左　　3 両側 病理診断名

 

       1 同一病変では量的に優位な組織を記載
       2 多発の場合は併記

1　原発巣の組織診　　　　　　2　転移巣の組織診　　　　　3　細胞診
4　部位特異的腫瘍マーカー（種類　　　　　　　　　　　）

診
断
日

自施設
診断日

年　　 月　　　日

発見経緯

5　臨床検査（画像診断、内視鏡・体腔鏡・手術肉眼所見を含む）　 6　臨床診断

初発･再発など 1　初発　　　2　再発・治療開始後　　3　疑い例　　4　死亡の届出のみ

初　回
診断日

年　　 月　　　日（他施設診断の場合わかる範囲で記載）

病
　
期

0 上皮内　 1 限局　　2 所属リンパ節転移　　3 隣接臓器浸潤 術後評価優先、
ただし術前治療
施行の場合は術
前評価優先

4 遠隔転移・全身性（白血病など）　　9 不明

T (     )   N(      )   M(   　　)   ステージ(         )

上記不明の場合、各種がん取扱規約のTNMや大きさ深達度などを記入

一
つ
以
上
記
載

右
の
３
区
分
か
ら

病巣の
拡がり

UICC
TNM

1 治癒切除　 2 非治癒切除　 3 治癒度不明切除　4 姑息・対症療法　9 不詳

1　がん検診　　　　2  健診・人間ドック　　3 　他疾患の経過観察中

4　剖検　　　　　  9  自覚症状・その他・不明

9  その他(                         )

治
療
法

1　手術 　1　有　（　　　年　　月　　日）　　　2　 無

2　体腔鏡的   1　有　（　　　年　　月　　日）　　　2　 無

3　内視鏡的   1　有　（　　　年　　月　　日）　　　2　 無

　1　有　（　　　年　　月　　日）　　　2　 無

3  免疫療法 　1　有　（　　　年　　月　　日）　　　2　 無

4  内分泌療法 　1　有　（　　　年　　月　　日）　　　2　 無

               　　　　年　　　月　　　日　                         

1  放射線 　1　有　（　　　年　　月　　日）　　　2　 無

2  化学療法
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第３号様式 

 


